
シルバー派遣事業のマージン率等に係る情報提供について（令和7年度）

労働者派遣法第23条第5項に基づき、マージン率を下記の通り公開いたします。

実施事務所
派遣労働者数
（人）
※注1

派遣労働者の役務
の提供を受けた者
（派遣先）の数 ※
注2

派遣料金の平均額
（日額8H）（A）

派遣労働者の賃
金の平均額（日
額8Ｈ）（B）

派遣事業に於ける
マージン率（A－
B）/A *100   ※
注3

静岡市 280 91 11,746 9,260 21.2

浜松市 159 70 11,708 9,222 21.2

沼津市 35 12 11,511 9,117 20.8

熱海市 13 5 11,926 9,353 21.6

三島市 51 23 11,602 9,149 21.1

富士宮市 23 9 11,570 9,028 22.0

伊東市 32 17 11,922 9,696 18.7

島田市 63 30 11,477 8,952 22.0

富士市 121 51 11,769 9,192 21.9

磐田市 160 146 11,713 9,223 21.3

焼津市 123 53 11,823 9,506 19.6

掛川市 24 12 11,586 9,202 20.6

藤枝市 94 39 11,555 9,210 20.3

御殿場市 31 13 11,637 9,354 19.6

袋井・森地域 38 19 11,788 9,166 22.2

裾野市 16 5 12,066 9,400 22.1

湖西市 58 14 11,648 9,280 20.3

伊豆市 65 7 11,645 9,296 20.2

御前崎市 16 6 12,666 9,814 22.5

菊川市 24 13 12,278 9,841 19.8

伊豆の国市 117 18 12,343 9,766 20.9

牧之原市 15 8 12,997 10,084 22.4

函南町 31 7 13,314 10,309 22.6

清水町 26 5 11,438 9,020 21.1

長泉町 51 15 11,571 9,170 20.8

小山町 14 5 11,813 9,565 19.0

吉田町 13 5 12,161 9,575 21.3

川根本町 10 2 12,548 9,522 24.1

公益社団法人　静岡県シルバー人材センター連合会
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※注1：報告対象期間末日現在の人数

※注2：事業実施期間中の派遣先数

※注3：マージン率には以下の費用が含まれています。

　・派遣事業に係る運営費

　・福利厚生（社会保険料等）に関する費用

●派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

　キャリアコンサルティングの相談窓口

　・公益社団法人 静岡県シルバー人材センター連合会　各実施事務所

●派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

　・健康維持講習、交通安全講習、テキスト配布による自宅学習 等

●福利厚生に関す事項

　・労働保険

　・有給休暇

　・指定宿泊施設会員割引制度

　（公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧ください。）

　・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため）

　　ただし、高齢法第39条1項を適用する場合は加入する。

●労働者派遣法第30条の4 第1項の労使協定の有無

　・締結していない


